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処分庁仙台市若林福祉事務所長

審査請求入■が平成24年■月■日付けで提起した生活保護法による保護の廃止決
定処分に係る審査請求について，次のとおり裁決する。-．、

～ 一 夕

主 文
仙台市若林福祉事務所長が平成２４年１０月２４日付けH２４若保護第０００５号で審査請求
人に対してした保護廃止決定処分を取り消す。

理 由
第１審査請求の趣旨及び理由
１審査請求の趣旨
仙台市若林福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が平成２４年１０月２４日付けH２４
若保護篭皿旦5畳zﾐ蕊請求人｜｜似王｢請求人｣…とい量｡-)に対してした保護廃止
決定処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるものである。
２審査請求の理由
以下の理由により，本件処分は違法かつ不当なものであるから本件処分の取消しを求める。
(1)、保護廃止決定理由害に記載された決定の理由の記載の程度が，行政処分に求められる理
由の提示として不十分である。
（２）被災者生活再建支援金及び災害義援金（以下儀援金等」･という。）の収入認定につい
て，自立更生計画策定の機会が請求人に全く与えられていない。

○

第２認定事実及び判断
１認定事実
請求人から提出された審査請求書反論書及び添付書類，処分庁から提出された弁明書及び

添付書類によれば，次の事実が認められる。
｛')請求人は,平成■年■月■日に処分庁に対し生活保護を申請し,同日付けで保護開始と
なったこと。

トで単身で生活してい臼■■め共有名義であったゞ（２）保護開始後，請求人は
たが，この家は請求人と
と。
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(3)請求人は,平成23年３月11日の東日本大震災により被災し,■及び■■■■■と
ともに応急仮設住宅（民間賃貸住宅）に入居したこと。
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(6)■は,請求人を世帯主とし,単数世帯ではなし泄帯(以下
被災者生活再建支援金を申請したこと｡また,■は,請求入
る災害義援金を申請したこと。
(7)平成■年■月■日,処分庁は,ひら，「平成■
義の口座に入金された｣との報告を口頭で受け,さらに酢、

(以下｢複数世帯」という。）として，
請求人を世帯主とし,I圏対す

辺

平成■■年■月■日,処分庁は,B創ら’「平成■咽月頃に義援金等が請求人名
義の口座に入金された｣との報告を口頭で受け,さらに酢､ら■■■ｌ
■との妻望があったが,処分庁}酒に対し,義援金等は請求人の収入として取り扱う旨説明したこと｡さらに,処分庁は■に対し,｢東日本大震災による被災者の生活保護の取扱い
について（その３)」（平成２３年５月２日付け社援保発０５０２第２号厚生労働省社会・援
護局保護課長通知｡以下「課長通知」という。）について説明を行い，収入申告書及び自立
更生計画書の提出を求めたが提出はなかったこと。
(8)平成24年３月6日,処分庁は,画こ対し,収入申告害及び自立更生計画書の提出を求め
たが提出はなかったこと。
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瀞は口ご対し錐金等の使途について確認したところ,すべて
などであり，請求人のために使ったのはごく一部であるとの鍔’錘に対し課長通知について説明を行い,収入申告書及び自立更．
輪 圭 一 Ｔ 一

(9)平成■
消費済みで
、回答があっ

，処分庁
■■
■たこと。処分庁は

生計画書の提出を求めたが拒まれたこと。
⑩処分庁が行った生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という｡）第２９条
の規定に
答を受理
■月■日
１１の入金力轆認されたこと｡また,■年■月■日現在の残高は■■■■で
あったこと。
⑪平成■年■月■日,処分庁は,■に対し,収入申告書及び自立更生計画書の提出を
求めたが拒否され,また,本件義援金等が使途不明となれば保護廃止となる旨説明したこと。
u』平成■年■月■日,処分庁は義援金等のうち自立更生に充てられた費用はないと判
断し，義援金等から「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚
生省発社第１２３号厚生事務次官通知)･第８-３-（２）に定める額を控除した後の全額を
収入として認定した上で，同年９月１日付けで請求人の保護を廃止する.ことと決定し，同年

謹言遍晶けで本件審査請求を行っ"１０月２４日付けで廃止決定通知書を作成
⑬請求人は,本件処分を不服として,平成
こと。

２判断
(1)請求人が本件処分に係る保護廃止決定通知書に記載された理由の程度が,行政処分に求め
られる理由の提示として不十分であると主張している点について検討する。
イ本件処分は，法第２６条の規定に基づき，処分庁が，請求人が保護を必要としなくなっ
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たものと判断し行ったものであると認められる。法第２９条の２によると，法１９条から
第２９条までの規定による処分については，行政手続法（平成５年法律第８８号）第１２
条及び第１４条の規定が適用されることとなる。
ロ不利益処分に係る理由の提示について，行政手続法第１４条第１項本文は，「行政庁は，
不利益処分をする場合には，その名あて人に対し，同時に，当該不利益処分の理由を示さ
なければならない｡」と規定し，同条第３項は「不利益処分を書面でするときは，前２項
の理由は,書面により示さなければならない｡」と規定している。
同条第１項本文の趣旨は，処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその窓意を抑制する
とともに，処分の理由を名あて人に知らせて不服の申立てに便宜を与えることにあると解
される。そして，どの程度の理由を提示すべきかは，この同項本文の趣旨に照らし，いか
なる事実関係に基づきいかなる基準を適用して不利益処分がなされたかを，申請者におい
てその記載自体から了知しうる程度のものでなければならないと解される。

、

ハこれを本件保護廃止決定通知書について見ると,･廃止決定理由には

１■■■■■■■と記載されているのみである｡この記載自体から，
の収入を指すのか等の事実関係を了知することはできない。したがっｰ
適用されたのかも明らかではなく，よって，本件処分は，行政手続海
める理由を欠く違法なものと言わざるをえない。

○
。したがって，いかなる基準が
行政手続法第１４条第１項が定

鰯 ■年■ニなお，処分庁は，弁明書において，①請求人は平成 月以降は収入充当額が多い
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ことから していた状況であり，保護廃止決定処分後に
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ことから，仮に義援金等による収入認定がなかったとしても，保護を要しないも
，のと判断される，②（ア）上記①の理由により，審査請求人に対する保護の継続は審査請
求人の利益にならず,処分の性質からして理由の表記は十分なものである｡(ｲ)■に対
上ｴー巫成■集■月■日に本件処分にｺいて説明を実施Larおり,本件処分に係る
保護廃止決定通知書の表記でも請求人が本件処分の理由を充分に了知し得る内容である
と主張する。
そこで検討するに,①及び②(ｱ)は,本件処分の際に提示した理由I
Ｌｊとは異なる理由を新たに追加して主張する趣旨と思われる｡しかし,行
政手続法第１４条第１項本文の上記趣旨からすれば，処分の際に理由の提示に関する暇疵
があった場合，後に理由を付記することにより，その暇疵が治癒されることはないと解さ
れる。したがって，新たな理由を追加する処分庁の主張は失当と言わざるを得ない。
また，②(イ）については，行政手続法第１４条第３項は，「不利益処分を書面ですると
きは,前2項の理由は書面により示さなければならない｡」と規定しているのであり,書
面でなされた不利益処分については，口頭で説明した理由を同条第１項が定める理由に含
めることはできないと解される。そして，本件処分は，本件保護廃止決定通知書という書
面でされたのであるから,(請求人に説明せず弟にのみ説明したことの当否はさておくとし
ても,)本件処分について説明を実施したことで本件保護廃止決定通知書の記載でも本件処
分の理由を了知しうるとする処分庁の主張は採用できない。
’次に，義援金等の収入認定について，自立更生計画策定の機会が請求人に全く与えられて
いないという点について検討する。
イ被災者生活再建支援金は,被災者生活再建支援法(平成１０年法律第６６号）に基づき，

Ｉ一 ～

Ｕ

戸

(2)

ヘ



東日本大震災により被災した世帯に対し，生活の再建を支援するため支給されるものであ
る。また，災害義援金は被災者の生活支援を目的として集められた寄付金であり，宮城県
災害義援金配分委員会の決定に基づき被災世帯に配分されている。
ロ義援金等の収入認定の取扱いについては,課長通知において,当該被保護世帯の自立更
生のために当てられる額を収入として認定しないこととし，その超える額を収入として認
定することとされ，自立更生計画の策定に当たっては，被災者の被災状況や意向を十分に
配慮し，一律・機械的な取扱いとならないよう留意するとともに，あらかじめ自立更生の
ために充てられる費目例を提示，説明するなど被災者の事務負担の軽減に努める．こととさ
れている。

、
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処分庁は
■年■月に
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鰯 援金等）
義援金

酢■
，これ
勇額は，
■■

があったとして要否判定している。たしかに，
｜,■年■月■日に被災者生活再’

害

界に災害菫曇存■月■･に鴛睾菫艤漂い忍側ら義援金等は,■月■白までに多数回にわたり出金され,■日時点の当該口座の残額は，
しかし，これ ○

｜ 函である。 Ｉ,上記出金上記出
伽のうち,たとえば■月

いるうえj■は,平成
喝出金されるなどして日に
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|日の時点で， １

-■と担当ｹーｽﾜー ｶーに述べている｡これら事情からすれば，
請求人口座に義援金等の入金があったからといって，これを請求人の収入として認定でき

義援金等は,■が請求人の名義で申請したものであるが,特に被るか疑問がある。また，
災者生活再建支援金は,呼泄帯主である請求人の名義で複数世帯として申請したもので
あるから，これを全額請求人の収入として認定できるか疑問がある。
弁明書等によれば，本件処分は，義援金等を収入として認定したうえでなされたもので
あるが，処分庁が,収入認定の際に上記のような事情，疑問を検討,調査したとは認めら
れないから，本件処分は妥当なものとはいえない。
なお，自立更生計画は，義援金等の収入について策定するものであるから，上記事情等
を検討，調査した結果，請求人の収入として認定できるものがないと認められる場合は，
自立更生計画を策定する機会を与えられなかったというよりも，自立更生計画を策定する
前提を欠いていたというべきである。
二処分庁は,請求人の事務管理を行っている■に対し義援金等の取扱いについて懇切丁寧
に説明しており,■が自立更生計画を策定する機会は十分にあったとし,また,■が請求
人の意思を知った上で自立更生計画を策定することに特段の支障はないと主張している。
しかし，上記ハのとおり，請求人は,そもそも自立更生計画を策定する前提を欠いてい

たおそれが高いうえ，自立更生計画を策定する前提である認定すべき収入があったとして
も,■こ自立更生計画について説明したことや,■に自立更生計画を策定する機会があっ
たことをもって,請求人に自立更生計画を策定する機会が十分にあったことにはならない。
もし酔濡求人の代理人であれば,■が自立更生計画を策定する機会を放棄した場合，
それを本人である請求人の行為とみなすこともありうる｡しかし,処分庁自身が,■を請
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求人の代理人でなく事務管理者としているところ，事務管理者が法律行為をした場合，そ
の行為の効果は当然に本人に帰属するわけではないし，事務管理者の行為が本人の利益に
適合しない場合は,そもそも事務管理は成立しないと解される｡昨‘義援金等のほとん・
どを自らのために消費したと述べたうえで，自立更生計画の策定を拒否している。このよ
うな■の行為は,本人である請求人の利益に適合しているとはいえないし,本人の意思に
基づくものとも考えられない。
したがって，本件処分は，請求人に自立更生計画の策定の機会が与えられないまま行わ

れたといえ，不当なものであると言わざるを得ない。
胸

第３結論・
以上のとおり，本件処分は違法かつ不当な処分であり，請求人の主張には理由があるものと認
め’行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定により,､主文のとおり
裁決する。
なお，処分庁は，請求人の収入として取り扱うべき義援金等の有無及び額並びに自立更生に充
てる額について十分に検討，調査を行い，再度要否判定を行づた上で，保護の廃止の要否その他
今後の保護のあり方について判断すべきである。
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平成２５年４月１７日

慮り磯纒
宮 城 県 知 事 村 井 嘉

輔騨職
い一 ● ー ● ̅ 申 ■ 一 一 ■ ● - 与 釦 g ■ ｡ ● ｡ ＝

一 ■ ● ̅ ■ ● ◆ Q ←
̅ ■ ■ 巳 一 ● ■ 一 一 一 ● 令 F 一 色 ■ ひ 巴 c 一

○
｝

この裁決書の謄本は,､原本と相違ないことを証明します。 し

ー

平成２５年４月１７日■

宮 城 県 知 事 村 井 嘉 浩


